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処分の概要 指定管理者の指定の取消し等

法 令 名

根 拠 条 項
地方自治法 第244条の2第11項

法 令 番 号 昭和22年法律第67号

【基準】

法第244条の2第11項の規定による。

(公の施設の設置、管理及び廃止)

第244条の2

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者に

よる管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定

めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

備考

設 定 年 月 日 令和 3 年 10 月 1 日 最終変更年月日 令和 5 年 10 月 1 日


